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カテゴリー:募集 

 

 

  埼玉県社会教育委員及び埼玉県生涯学習審議会委員を 

  募集します 
 

 埼玉県では、「埼玉県社会教育委員」及び「埼玉県生涯学習審議会」を設置してい

ます。 

 このたび、広く県民の皆さまの意見を反映させるため、埼玉県社会教育委員及び埼

玉県生涯学習審議会委員を公募します。 

 

● 公募の概要 

１ 埼玉県社会教育委員及び埼玉県生涯学習審議会委員 

   社会教育委員会議は、教育委員会の諮問に応じ、又は助言するため社会教育に

関して、必要な調査研究を行い、計画を立案するための会議です。 

   生涯学習審議会は、教育委員会等の諮問に応じ、生涯学習の総合的な推進に関

する重要事項を調査審議するための会議です。 

   今回、選出された場合、両委員を兼ねていただきます。 

 

２ 応募資格 

  令和７年４月１日現在、満１８歳以上で埼玉県に在住又は在勤・在学の方（公

務員を除く） 

 

３ 募集人員 

  ２人以内（両委員を兼ねる） 

 

４ 応募方法 

  以下の書類を電子メール又は郵送により提出してください。 

  令和７年３月３１日 

教育総務部 生涯学習推進課 
社会教育・家庭教育支援担当 中川・佐野 

直通 048-830-6914 
内線 6914 

E-mail: a6975-03@pref.saitama.lg.jp 
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（１）別に定めた様式による応募票 

   ※応募票（様式）はホームページからダウンロードできます。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/syakaikyouikuiinkaigi/r7bosyu.

html 

（２）作文（８００字以内・様式自由） 

   テーマ「埼玉県における社会教育人材の活躍に向けた取組について」 

 

５ 応募期間 

  令和７年４月１日（火曜日）～４月２２日（火曜日）（必着） 

 

６ 選考方法 

  第１次選考  作文審査（応募者全員が対象となります。） 

  第２次選考  面接（第１次選考を通過された方が対象となります。） 

  ※各選考の結果については、本人宛て文書にて通知します。 

 

７ その他 

（１）年間の会議開催予定回数  年３日程度 

（２）報酬  会議に出席した場合は、県の規程に基づき報酬を支給します。 

（３）任期  令和７年８月４日から令和９年８月３日までの２年間 

 

８ 応募先・問合せ先 

  埼玉県教育局教育総務部生涯学習推進課 社会教育・家庭教育支援担当 

  住  所：〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  電  話：048-830-6914 

  Ｅメール：a6975-03@pref.saitama.lg.jp 
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